
前　文

平成２８年４月１日、旧東大原小学校と旧守山小学校が統合され、下北沢小学校が設立

され、平成３０年４月１日に旧北沢小学校が統合された。

元々３校は、大正１５年４月に開設開校された東京府荏原郡荏原尋常小学校大原分校が

ルーツであり、その後昭和２年７月に第三荏原尋常小学校として分離独立、児童数の増

加に伴い、昭和７年４月に守山尋常小学校が、昭和１２年５月に北澤尋常小学校が開設

された。また、昭和１６年４月には第三荏原尋常小学校より東大原国民学校に校名変更

されたという歴史があり、下北沢小学校は単なる新設校ではなく、古い伝統を引き継ぐ

歴史ある小学校である。

本同窓会は、平成２９年３月に下北沢小学校の第１期卒業生が誕生するに際し、下北沢

小学校は母校であるという認識の基、東大原小学校同窓会と守山小学校同窓会が下北沢

小学校同窓会として承継創立し、令和２年９月に北沢小学校同窓会がこれに合流したこ

とで名実ともに母校と一体化した同窓会である。

第１章　総　則

第１条 本会は下北沢小学校同窓会という。

第２条 本会は次の会員で組織する。

1. 　正会員　　下北沢小学校の卒業生、および旧第三荏原尋常小学校の卒業生、

　　　　　　旧東大原国民学校の卒業生、旧東大原小学校の卒業生、旧守山

　　　　　　尋常小学校の卒業生、旧守山国民学校の卒業生、旧守山小学校

　　　　　　の卒業生、旧北澤尋常小学校の卒業生、旧北澤国民学校の卒業

　　　　　　生、旧北沢小学校の卒業生。

　　　　　　また、転校等により上記の各校の卒業生ではないが、各校に在

　　　　　　籍したことがあり、同窓会に入会を希望する者。

2. 　名誉会員　下北沢小学校の現及び旧教職員、および旧第三荏原尋常小学校、

　　　　　　旧東大原国民学校、旧東大原小学校、旧守山尋常小学校、旧守

　　　　　　山国民学校、旧守山小学校、旧北澤尋常小学校、旧北澤国民学

　　　　　　校、旧北沢学校の旧教職員。

3. 　特別会員　評議員会で推薦し、定例総会の承認を得た者。

第３条 本会の本部を東京都世田谷区立下北沢小学校（東京都世田谷区大原1丁目4番

6号）内に置く。

また、必要に応じ事務局を置くことができる。

第２章　目的ならびに事業

第４条 本会は会員相互の親睦と、同窓生ならびに母校の発展を図ることを目的とする。

第５条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 　正会員名簿の作成および管理並びに同窓会報の発行（名簿の作成および管理

　については、別途定める「個人情報保護方針」に則りこれを行う。）

2. 　母校の教育環境の向上

3. 　会員の福利厚生のための事業

4. 　その他必要な事業

第３章　役員ならびに職員

第６条 本会に、次の役員ならびに職員を置く。

1. 　会長　　 １名

2. 　副会長　 若干名

3. 　評議員　 ２０名以上５０名以内

4. 　理事　　 １５名以上３０名以内

5. 　監事　　 ３名

6. 　書記　　 若干名

第７条　 役員の任務、役員会の運営を次のようにする。

1. 　会長は、本会を代表し、会務を統括する。定例総会および臨時総会の議長は

　会長がこれを行う。
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2. 　副会長は、会長を助け、会長が事故ある場合は、その代理をする。

3. 　評議員は、評議員会を構成し、会長の諮問に答え、且つ本会の必要な事項を

　審議する。

4. 　評議員会は、必要に応じて定例総会及び臨時総会の決定に準ずる事項を議決

　することができる。ただし、次期定例総会で報告を要する。

5. 　理事は、会長を助け、会務を行う。

6. 　監事は、会計事業の監査をする。

第８条 役員の選出は、次の方法によって行う。

1. 　評議員は定例総会で正会員の中から選出する。

2. 　会長、副会長、理事および監事は、評議員の互選により選出し、評議員を兼

　任する。

3. 　役員任期の更改時期にあたる定例総会前の直近の評議員会にて、次期評議員

　候補者を選出し、定例総会に提示することができる。

4. 　前項の選出された次期評議員候補者は、その過半数の賛成により、次期会長、

　副会長、理事、監事の予定者を選出し、定例総会に提示することができる。

5. 　定例総会において、３項による候補者が評議員に選出された場合は、4項の次

　期会長、副会長、理事、監事の予定者は、評議員の互選により選出されたも

　のと見做す。

6. 　理事の内３名までは、特別会員の中からあてることができる。

第　９条 役員の任期は、選出された定例総会から２年後の定例総会終了の時までとする。

ただし、再選を妨げない。役員が任期途中で退任した場合、後任の役員の選出

は、評議員会がこれを行う。ただし、次期定例総会で報告を要する。また、選

出された新任役員の任期は、前任役員の任期の時までとする。

第１０条 本会の相談役として名誉会長、参与を置くことができる。

1. 　名誉会長は下北沢小学校現校長があたり、参与は定例総会で推薦し、承認す

　る。

第１１条 書記は会長が理事の中から任命し、全ての会務を記録する。

第４章　会　計

第１２条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとす

る。

第１３条 本会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入によってまかなう。

第１４条 正会員の会費は、年額金１，０００円とする

ただし会費の徴収方法、期日は別に定める。又、本会は善意の任意団体であり、

会費は強制ではなく善意によって支払われるものとする。

第５章　会議の招集および内容

第１５条 本会の総会は、定例総会および臨時総会とする。

1. 　定例総会は、毎年一回会長が招集し、前年度の会務の報告、決算、予算の承

　認、役員の選出およびその他必要な事項を決定する。

2. 　臨時総会は必要に応じて開催される。臨時総会の招集は、理事会及び評議員

　会の議決に基づき、会長がこれを招集する。

3. 　定例総会ならびに臨時総会の議決は、出席正会員の過半数による。ただし、

　会則の変更および附加には総会出席正会員の３分の２以上の同意を必要とす

　る。

第１６条　本会の役員会は、評議員会および理事会とする。

1. 　評議員会および理事会は必要に応じて開催する。

第１７条 特別会員は会議に列席して意見を述べることができる。

第６章　雑　則

第１８条 本会の会員で、会員としての体面を汚した者は、総会の決議によって除名する

ことができる。

 制  定　平成29年4月16日

 改  定　令和 2年9月27日



第１条 下北沢小学校同窓会会則（以下会則という）第２条で、転校等により各校の卒

業生ではないが在籍したことがあり、同窓会に入会を希望する者を正会員とす

ると規定しているが、既に正会員として登録されている者については、新たな

手続きを不要とし、引き続き正会員とする。

第２条 会則第２条で正会員として定義されている会員が、退会を希望する場合は、書

面による退会の申出を行うことにより、退会することが出来る。

第３条 会則第１４条の規定により、会費の徴収方法を次のとおり定める。

1. 　正会員は毎年度の会費を、可能な限り前年度末までに納めるものとする。

2. 　ただし、前年度末において卒業８年を経過していない正会員については、当

　該年度の会費を徴収しない。

（附　則） この細則は、平成２９年４月１６日から発効する。

 制  定　平成29年4月16日
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